
 
 
 
 
 

第１２９回高知県都市計画審議会 
 
 
 

議  案  書 
 
 
 
 
 

 
 

平成２１年１１月２０日 



 

 

 

第１２９回 高知県都市計画審議会 

 

 

１．日  時   平成２１年１１月２０日(金) 午前１０時から１２時 

 

２．場  所   高知市丸ノ内２丁目１－１０ 

高知県教育会館高知城ホール ２階 中会議室 

 

３．会議次第 

１）開  会 

２）署名委員の指名 

３）議  事 

４）閉  会 

 

４．議  事 

（付議事項） 

１）幡東都市計画区域の変更について 

２）建築基準法第５１条ただし書きによる産業廃棄物処理施設の

敷地位置の判断について 

 
 

以上２件 







《 凡 例 》
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申請箇所の位置図

出 典：g o o 地 図

産業廃棄物処理施設の敷地位置

事務所

木くず
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変更後の敷地
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